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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、平成26年３月３日開催の取締役会において、ルーマニアに子会社を設立することを決議いたしました。同社

は、当社の特定子会社に該当いたしますので、平成26年３月３日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。

　この度、当該臨時報告書の記載事項のうち、未確定事項が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項

の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

１　提出理由

２　報告内容

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金（又は出資の額）及び事業の内容

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決

権に対する割合

(3）当該異動の理由及びその年月日

 

３【訂正内容】

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

 

１　提出理由
（訂正前）

　当社は、平成26年３月３日開催の取締役会において、ルーマニアにROMANIA GMB AUTOMOTIVE S.R.L.（仮称）を

設立することを決議いたしました。同社は、当社の特定子会社に該当いたしますので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの

であります。

 

（訂正後）

　当社は、平成26年３月３日開催の取締役会において、ルーマニアにGMB ROMANIA AUTO INDUSTRY S.R.L.を設立す

ることを決議いたしました。同社は、当社の特定子会社に該当いたしますので、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり

ます。

 

２　報告内容
(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金（又は出資の額）及び事業の内容

（訂正前）

名称 ROMANIA GMB AUTOMOTIVE S.R.L.（仮称）

住所 ルーマニア アルジェシュ県（予定）

代表者の氏名 崔圭在（予定）

資本金（又は出資の額） 7,000千米ドル相当のルーマニアレイ（予定）

事業の内容 自動車部品の製造・販売

 

（訂正後）

名称 GMB ROMANIA AUTO INDUSTRY S.R.L.

住所 ルーマニア アルジェシュ県

代表者の氏名 崔圭在

資本金（又は出資の額） 23,100千ルーマニアレイ

事業の内容 自動車部品の製造・販売
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(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決

権に対する割合

（訂正前）

① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

　異動前         －

　　　　　異動後       7,000千米ドル相当のルーマニアレイ（予定）（うち間接所有分7,000千米ドル相当のルーマニ

アレイ（予定））

 

＜後略＞

 

（訂正後）

① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

　異動前         －

　　　　　異動後       23,100千ルーマニアレイ（うち間接所有分23,100千ルーマニアレイ）

 

＜後略＞

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

（訂正前）

① 異動の理由

　当社の連結子会社であるGMB KOREA CORP.がROMANIA GMB AUTOMOTIVE S.R.L.（仮称）を設立することに伴い、

当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当することとなりまし

た。

 

② 異動の年月日

　平成26年６月（予定）

 

（訂正後）

① 異動の理由

　当社の連結子会社であるGMB KOREA CORP.がGMB ROMANIA AUTO INDUSTRY S.R.L.を設立することに伴い、当該

子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当することとなりました。

 

② 異動の年月日

　平成26年５月15日

 

以上
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